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大津市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則 

平成１８年３月１７日 

規則第２６号 

（平２４規則５６・改称） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）及び介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほ

か、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介

護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介

護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者（以下「事業者等」とい

う。）の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「指定等」とは、次に掲げるものをいう。 

（１） 法第４１条第１項本文、第４２条の２第１項本文、第４６条第１項、第４８条第１項

第１号、第５３条第１項本文、第５４条の２第１項本文、第５８条第１項及び第１１５条の

４５の３第１項の指定並びに法第９４条第１項及び第１０７条第１項の許可 

（２） 法第７０条の２第１項（法第７８条の１２、第１１５条の１１、第１１５条の２１及

び第１１５条の３１において準用する場合を含む。）、第７９条の２第１項、第８６条の２

第１項及び第１１５条の４５の６第１項の規定による指定の更新並びに法第９４条の２第１

項及び第１０８条第１項の規定による許可の更新 

（３） 法第７５条、第７８条の５、第８２条、第８９条、第９９条、第１１３条、第１１５

条の５、第１１５条の１５及び第１１５条の２５並びに施行規則第１４０条の６２の３第２

項第４号から第６号までの規定による届出の受理 

（４） 法第７８条の８及び第９１条の規定による指定の辞退の申出 

（指定居宅サービス事業者等の指定等の方針） 

第３条 市長は、認知症高齢者、要介護高齢者等の住み慣れた自宅及び地域での生活を支えるた

め、地域に開かれ、良質なサービスを提供する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

に努めるとともに、質の高い介護サービスの提供及び安定的な運営が見込める介護保険施設の

指定並びに開設の許可に努めるものとする。 
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（指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事前選考） 

第４条 法第４１条第１項本文の指定（特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る指定

に限る。）、法第４２条の２第１項本文の指定（地域密着型通所介護の事業を行う事業所に係

る指定を除く。）、法第４８条第１項第１号の指定、法第５３条第１項本文の指定（介護予防

特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る指定に限る。）若しくは法第５４条の２第

１項本文の指定（次項及び第３項において「指定」と総称する。）又は法第９４条第１項の許

可若しくは法第１０７条第１項の許可（次項及び第３項において「許可」と総称する。）を受

けようとする者（市長が別に定める者を除く。）は、法第７０条第１項、第７８条の２第１項、

第８６条第１項、第１１５条の２第１項若しくは第１１５条の１２第１項の規定による指定の

申請又は法第９４条第１項若しくは第１０７条第１項の規定による許可の申請をする前に、市

長の定める時期に、設立計画書（別記様式）を市長に提出するよう努めなければならない。 

２ 市長は、前項の設立計画書が提出されたときは、大津市附属機関設置条例（平成２４年条例

第４９号。以下この条において「条例」という。）第１条の規定により設置する大津市地域密

着型サービス・施設サービス審査委員会（以下「委員会」という。）において審査させた上、

当該設立計画書を提出した者を指定又は許可することが適当であるかどうかを決定し、その結

果をその者に通知するものとする。 

３ 条例第４条の規定に基づく委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、次に掲げるとおりと

する。 

（１） 委員会は、市長の諮問に応じ、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事

業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は

介護保険施設の許可に関し必要な事項について調査審議し、その結果を答申する。 

（２） 条例第３条の規定に基づき委嘱し、又は任命する委員の数は、アからエまでに掲げる

条例別表委員の構成欄に規定する委員の区分に応じ、当該アからエまでに定める数とする。 

ア 学識経験を有する者 ４人以内 

イ 介護サービス事業者（大津市介護保険条例（平成１８年条例第１３号）第４条に規定す

る介護サービス事業者をいう。） ２人以内 

ウ 市民団体から選出された者 ２人以内 

エ 市長が指名する市職員 ４人以内 

（３） 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
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（４） 委員は、再任されることができる。 

（５） 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

（６） 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

（７） 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（８） 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

（９） 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（１０） 会議は、原則として非公開する。ただし、大津市情報公開条例（平成１４年条例第

４号）第７条各号に掲げる情報が含まれない事項を調査審議する場合は、委員長が委員会に

諮って会議を公開することができる。 

（１１） 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。ただし、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介

護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は介護保険施設

の許可を受けようとする者の事業計画の審査については、出席した委員による審査結果に基

づき議長が定める方法により決するものとする。 

（１２） 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

（１３） 委員会の庶務は、健康福祉部介護・福祉施設課において処理する。 

（１４） 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

（標示） 

第５条 指定等（第２条第１号に該当するものに限る。以下この条において同じ。）を受けた者

は、その旨を当該指定等に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。 

（公示） 

第６条 法第７８条、第７８条の１１、第８５条、第９３条、第１０４条の２、第１１４条の７、

第１１５条の１０、第１１５条の２０及び第１１５条の３０の規定による公示は、施行規則第

１３１条の２各号、第１３１条の１４各号、第１３３条の２各号、第１３５条の２各号、第１

３７条の２各号、第１４０条の２の３各号、第１４０条の２３各号、第１４０条の３１各号及

び第１４０条の３８各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。 

（介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定の有効期間） 
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第７条 施行規則第１４０条の６３の７の市町村が定める期間は、６年とする。 

（滋賀県等への事業者情報の提供） 

第８条 市長は、指定等をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に

対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するこ

とができる。 

（１） 当該指定等に係る事業所又は施設の名称及び所在地 

（２） 指定等（第２条第１号又は第２号に該当するものに限る。以下この号及び次号におい

て「指定若しくは許可又はその更新」という。）をした場合にあっては、当該指定若しくは

許可又はその更新の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

（３） 指定若しくは許可又はその更新をした場合にあっては、当該指定若しくは許可又はそ

の更新の年月日及び指定有効期間の満了日 

（４） 事業開始年月日 

（５） 運営規程 

（６） 介護保険事業所番号 

（７） 指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、役員の氏名、生年

月日及び住所 

（８） 指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護支援専門員の

氏名及びその登録番号 

（９） その他市長が必要と認める事項 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
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別記様式（第４条関係） 
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